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今週のキーワード 

設備のトラブルに対して、点検や調査、応急措置などを行う出張サービス。従来は水

周りのトラブルに対応する業者が多かったが、電力会社が電力自由化後の販売促進策

として続々と導入するなど、注目が集まっている分野のひとつ。 
駆けつけ  

サービス  

 

法制審、民法改正の要綱案を公表 
配偶者への贈与住居は遺産分割外 

 

法制審議会の民法（相続関係）部会は、遺産分割

における配偶者保護のための方策（持戻し免除の意

思表示の推定規定）などを柱とする民法改正の要綱

案をまとめ公表した。配偶者保護のための方策は、

「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続

人が他の一方に対し、その居住の用に供する建物又

は敷地について遺贈又は贈与したときは、民法903

条第３項の持戻しの免除の意思表示があったもの

として推定する」というもの。 

特別受益の持戻しは、共同相続人中に、被相続人

から、遺贈や贈与による特別受益を得た者がいる場

合、この特別受益財産を相続財産の価額に加えるこ

とをいう。しかし、被相続人が持戻しを希望しない

意思を表明している場合には、持戻しを行わないこ

とになり、これを特別受益の持戻しの免除という。

つまり、持戻しの免除の意思表示があれば、配偶者

に贈与した住居は遺産分割から除かれて、相続の対

象とはならないことになる。 

この結果、配偶者が取得した住居は遺産分割の対

象から外れて、現預金や不動産などの財産を相続人

で分ける際に、配偶者の取り分は実質的に増えるこ

とになり、残された配偶者の生活への保護が図られ

る。また、夫や妻がなくなったときに、配偶者の居

住権を保護するため、遺産分割が確定するか相続開

始時から６ヵ月経過する日のいずれか遅い日まで

の間、その居住建物に無償で住める「配偶者短期居

住権」を創設する。 

なぜ「広い売り場」を飛び出し訪問サービスに？ 
あるホームセンターが掘り起こした新たなニーズ 

 

幅広い商品ラインナップを誇るホームセンタ

ー。休日ともなれば多数の人が訪れ、活況を呈し

ている。しかし、M&Aや資本業務提携の動きを見

て分かるように、人口減少による小売業界全体の

市場縮小で、中市場規模は頭打ちの状態だ。 

そこで、発想の転換を図ったのが、全国に59店

舗を展開するロイヤルホームセンター。売り場の

広さが最大の特徴のホームセンターが、訪問型の

「駆けつけサービス」を開始した。水周りのトラ

ブル解決や、住まいの設備取り付け・点検などを

行う「ロイサポート」がそれだ。下請け業者に委

託するのではなく、厳しい技術研修をクリアした

社員がすべて担当することで、信頼度を高めてい

る。すでに月間売上高は1億円を突破。毎年倍増

ペースで伸び続けており、法人向けも強化する狙

いだとか。成功のカギは、高齢者の増加にある。

そもそもホームセンターは、DIYニーズに応える

店舗形態。商品購入後、自ら取り付けまで行わな

ければならず、高齢者は取り付けに積極的ではな

い。BtoC向けの取り付け業者は一般的ではなく、

実はブルーオーシャンだったとういうわけだ。 

さらに、同社は住宅・建設業界大手、大和ハウ

ス工業のグループ会社のため、資材や設備が安価

で仕入れることも可能。展開すべきフィールドを

柔軟に捉え、経営資源の有効利用とニーズの掘り

起こしに成功したというわけだ。発想の転換で突

破口を見つけられる好例ではないだろうか。 
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